
　令和8年４月より、各種手当の支
給額が下記のとおり改定されます。
【児童扶養手当支給額】
　４月分から次のとおり改定され
ます（5月支給）。
＜本体額＞
▼全額支給：月額48,050円▼一部
支給：月額48,040円～11,340円
＜第２子以降加算額＞
▼全額支給：月額11,350円▼一部
支給：月額11,340円～5,680円
【特別児童扶養手当支給額】
　４月分から次のとおり改定され
ます（8月支給）。
▼ 1級：月額 58,450 円
▼ 2級：月額 38,930 円
【特別障害者手当および障害児福
祉手当支給額】
　４月分から次のとおり改定され
ます（5月支給）。
▼特別障害者手当：月額30,450円
▼障害児福祉手当：月額16,560円
問合せ先　役場健康福祉課　担当
福田・柴田（電話 72-0334）

　マイナンバーカードの休日、出
張申請窓口を開設します。
【休日窓口】
日時　3月 15 日（日）午前 9時
～午前 11時 30分
場所　役場住民課

内容　▼マイナンバーカードの交
付および申請補助▼更新手続き▼
保険証利用登録など
申込み　2日前までに予約が必要
です。窓口または電話にてお申込
みください。
【出張申請窓口】
日時　3月 18 日（水）午後 1時
30分～午後 4時 30分
場所　町公民館ロビー
内容　▼マイナンバーカード申請
補助▼保険証利用登録など
申込み　前日までに予約が必要で
す。窓口または電話にてお申込み
ください。
申込みおよび問合せ先　役場住民
課（電話 72-0333）

　令和 8 年 4 月 1 日からリサイ
クルプラザ（伯耆町口別所 630）
に直接搬入される不燃ごみの手数
料（不燃物処理手数料）が、現在
の 178 円 /10㎏から次のとおり
に改定されます。
《改正額》
令和 8年 4月～　280 円 /10㎏
令和 9年 4月～　380 円 /10㎏
令和 10年 4月～　480 円 /10㎏
問合せ先　鳥取県西部広域行政管
理組合リサイクルプラザ（電話
0859-68-4071）

　施設運営費の増加に伴い、火葬

場「桜の苑」の使用料を、令和 8
年 4月 1日から改定します。
《主な改定料金》
▼火葬（大人）料金：18,000 円（現
行 12,000 円）
▼火葬（小人）料金：10,500 円（現
行 7,000 円）
※上記の料金区分は、鳥取県西部
圏域（境港市は除く）内に住所の
ある方が対象です。それ以外の料
金区分については、組合ホーム
ページをご参照ください。
問合せ先　鳥取県西部広域行政管
理組合施設管理課（電話 0859-
29-5124）

　令和 8年３月分（４月納付分）
から、協会けんぽの保険料率が変
更となります。
【健康保険料率】
▼令和 8年２月分まで：9.93％
▼令和 8年３月分から：9.86％
【介護保険料率（全国一律）】
▼令和 8年２月分まで：1.59％
▼令和 8年３月分から：1.62％
【子ども・子育て支援金率（新設）】
▼令和 8年 4月分から：0.23％
※ 40 歳から 64 歳までの人（介
護保険第２号被保険者）は、健康
保険料率と子ども・子育て支援金
率に介護保険料率が加わります。
※賞与については、支給日が 3月
1日分から変更後の保険料率が適
用されます。
問合せ先　協会けんぽ鳥取支部
（電話0857-25-0050（音声案内④））
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　スポーツや文化活動を通して、
鳥取県内の高齢者同士の交流の輪
を広め、健康と仲間づくり、生き
がいづくりを促進するとともに、
第 38 回全国健康福祉祭埼玉大会
（ねんりんピック彩の国さいたま
2026）の選手選考会を兼ねて開
催します。
応募資格　県内在住の 60 歳以上
の人（昭和 42 年 4月 1日以前生
まれの人）
競技　全 14 種目▼卓球▼テニス
▼ソフトテニス▼ソフトボール▼
ゲートボール▼ペタンク▼ゴルフ
▼弓道▼グラウンド・ゴルフ▼ボ
ウリング▼囲碁▼将棋▼健康マー
ジャン▼ラダーゲッター
開催日　主に 5月上・中旬頃に種
目ごとに開催
開催場所　県中部地区を中心に開催
申込み　4月 15 日（水）までに、
参加申込書に必要事項を記入の
上、ファクシミリまたは郵送で申
し込んでください。

申込みおよび問合せ先　社会福祉
法人鳥取県社会福祉協議会因伯ね
んりんピック担当（電話 0857-
59-6338）

　近年、電気器具類を発火源とす
る住宅火災の件数が増加していま
す。火災を防ぐために、以下の点
にご注意ください。
①リチウムイオン電池の取扱いに
注意！
　電気器具類に使用されているリ
チウムイオン電池（バッテリー）
は、取扱いを誤ると発火の恐れが
ありますので、以下の点に注意し
てください。
▼強い衝撃を与えない、水に濡ら
さない。▼異常（電池の膨張、発
熱など）があった場合は使用を中
止。▼熱くなる場所に放置しない。
②地震などによる火災を防ぐ「感
震ブレーカー」の設置を！
　地震などの際に発生する通電火
災（停電から復旧する際に発生す
る火災）を未然に防ぐためには、
地震の揺れを感知して電気を遮断
する感震ブレーカーの設置が有効

です。分電盤タイプ、コンセント
タイプ、簡易タイプなど、様々な
種類がありますので、ご家庭に
合ったタイプを選び、設置を検討
しましょう。
問合せ先　鳥取県西部広域行政管
理組合消防局予防課（電話 0859-
35-1956）

　国税庁では、国税専門官を募集
しています。
採用予定者数　別途、人事院ホー
ムページに掲載します。
試験の程度　大学卒業程度
受験申込方法　インターネットで
申込みを行ってください。
申込専用アドレス▶ https://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html
受付期間　3月 23日（月）まで
試験日　5月 24日（日）
試験地　広島国税局管内では、松
江市、岡山市、広島市
試験種目　基礎能力試験（多肢選
択式）、専門試験（多肢選択式、
記述式）
問合せ先　広島国税局人事第二課
試験研修係（電話 082-221-9211）
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西部消防局からのお知らせ

町農業委員会では、令和 8 年春の農作業標準賃金を決定しました。
これを標準賃金として、当事者間の話し合いで決定してください。

作　業　名 標  準  賃  金 備　　考

一般農作業 12,600 円  １日８時間労働、賄なし

 田植（機械植） 8,100 円  10 ａ当たり（補植は依頼者が行う）

荒 起 こ し 8,100 円  10 ａ当たり（機械・燃料代込み）

荒　が　き 8,100 円  10 ａ当たり（機械・燃料代込み）

代　か　き 8,100 円  10 ａ当たり（機械・燃料代込み）

草　刈　り 2,100 円  1 時間当たり（機械・燃料代込み）

畔つけ作業      80 円  1m 当たり（機械・燃料代込み）

（※消費税込み）

なお、ほ場整備済み田とし、ほ場条件によっては双方で協議してください。
【問合せ】町農業委員会（電話 72-2103）

令和 8年春の農作業標準賃金が決まりました

第 2回（令和 8年度）因伯
ねんりんピック出場者募集

【そのほかのお知らせ】【そのほかのお知らせ】

国税専門官募集について


